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亀山市規則第１１号 

 

亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の一部を改正す

る規則 

 

亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則（平成２８年亀山市

規則第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

亀山市建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行細則 

亀山市建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律（平

成２７年法律第５３号。以下「法」と

いう。）、建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行令（平成

２８年政令第８号。以下「政令」とい

う。）及び建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行規則（平

成２８年国土交通省令第５号。以下「 

省令」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号。以下「法」とい

う。）、建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律施行令（平成２８ 

年政令第８号。以下「政令」という。）

及び建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律施行規則（平成２８年

国土交通省令第５号。以下「省令」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 様式第１号及び様式第１号の２中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」 



を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

 様式第１号の３中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、「亀山市建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律施行細則」を「亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律施行細則」に改める。 

 様式第４号から様式第８号までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の亀山市建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律施行細則（次項において「旧規則」という。）の様式により既

に提出されている用紙は、この規則による改正後の亀山市建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行細則の様式により提出された用紙とみなす。 

３ この規則の施行の日前に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

 


